
- 1 - 

 
 

受理官庁 
 

【手続編】 
～国際段階の手続～ 

 
＊ 国内段階の各手続の様式については、「指定(選択)官庁編」中に掲載しています。 
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第１章    特許協力条約に基づく国際出願の概要 

 

 

第１節  特許協力条約に基づく国際出願 

 

１．保護の対象 

 

（１）発明の保護のための出願は、「特許協力条約に基づく国際出願(以下、国際出願)」として

出願することができます。                                                 （条３(1)） 

 

   2004年1月1日以降の国際出願日を有する国際出願は、全ての「特許協力条約の締約国(以下、

締約国)」を指定したものとみなされる(みなし全指定)と同様に全ての種類の保護を求める

国際出願として取り扱われます。                                        （規４.９(a)）       

 

（２）発明の保護のための出願には、特許以外に、追加特許、追加証、追加発明者証、若しくは

追加実用証などが含まれます。                  （規４.１１(a)(iii)） 

 

日本国については、国内段階に移行する際に、特許、又は実用新案を対象とすることがで

きます。                                       （特１８４の３(1)、実４８の３(1)） 

 

（３）いずれかの指定国において国際出願が追加特許、追加証、追加発明者証、若しくは追加実

用証を求める出願などとして取り扱われること、又は、いずれかの指定国(の国際調査等)に

おいて先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われることを希望する場合は、国

際出願の願書の追記欄等にその旨及び原出願等を記載します。  （規４.１１(a)(iii)(iv)） 

 

２．国際出願の出願人 

 

（１）国際出願をすることができる者は、締約国の居住者及び国民です。           （条９(1)）             

 締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合には、当該締約国

において住所を有するものとみなされます。                        （規１８.１(b)(i)） 

    締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国民とみなされます。 

                                                                  （規１８.１(b)(ii)） 

 

（２）条約の締約国ではないが「工業所有権の保護に関するパリ条約(以下、パリ条約)」の締約

国である国の居住者及び国民は、総会の決定により国際出願をすることができます。 

                                                    （条９(2)） 

 

（３）出願人が二人以上いる場合、出願人のうち少なくとも一人が条約第９条の規定に基づき国

際出願をする資格を有するときは、国際出願をすることができます。     （規１８.３） 

 

３．国際出願の提出先 

 

締約国の国民及び居住者が出願人として国際出願を提出できる官庁を受理官庁といい、少なく
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とも出願人のうち一人が日本国民または居住者であれば、日本国特許庁に出願することができま

す。また、出願人の選択により、出願人がどの締約国の国民または居住者であるかに関係なく、

受理官庁としての国際事務局に出願することもできます。      （規１９.１(a)、規１９.２） 

 

４．国際出願の効果 

 

  国際出願日が認定された国際出願は、各指定国における正規の国内出願としての効果を有し、

国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなされます。                （条１１(3)） 

  また、国際出願日が認定された国際出願は、パリ条約にいう正規の国内出願とされ、優先権を

生じさせるものと認められます。                             （条１１(4)、パリ条約４Ａ(2)） 

 

５．言語 

 

（１）出願の言語（条３(4)(i)） 

   国際出願の言語として認められる言語は、受理官庁により定められています。 

                                      （規１２.１(a)） 

    受理官庁としての日本国特許庁が受理する国際出願の言語は以下の二つです。 

      ①  日本語                                                            （法３(1)） 

      ②  英  語                                                           （法施１２） 

 

（２）通信の言語 

  ①  出願人から受理官庁にあてる書簡の言語は、当該国際出願の言語と同一の言語を用いま

す。                                                              （細１０４(a)） 

② 国際事務局にあてる書簡の言語は、国際出願の言語が英語又はフランス語である場合に

は国際出願の言語を使用します。国際出願の言語が英語又はフランス語のいずれでもない

場合には、国際事務局にあてる書簡の言語は英語又はフランス語のいずれかを使用します。 

                                                                    （細１０４(b)） 

  ③  出願人が国際調査機関又は国際予備審査機関に提出する書簡又は文書は、当該書簡又は

文書に係る国際出願の言語と同一の言語を使用してください。国際出願の翻訳文が規則２

３.１(b)に基づき送付されている場合、または規則５５.２の規定により提出されている場

合には、その翻訳文の言語を使用します。              （規９２.２(a)）             

 

６．受理官庁による送付 

 

（１）送  付 

    受理官庁は、国際出願日を認定した国際出願について、 

  ①  受理官庁用写し(home copy)を作成して保持します。     （条１２(1)、規２１.１(a)） 

  ②  記録原本(record copy)を、優先日から１３月以内に国際事務局に到達するように送付し

ます。                                                           （規２２.１(a)） 

  ③  国際出願の翻訳文が求められており、当該翻訳文の言語で国際公開される場合には、翻

訳文を記録原本とともに、又は記録原本が既に送付されているときには、翻訳文の受領後

速やかに国際事務局に送付します。                                 （規２２.１(h)） 

  ④ 調査用写し(search copy)を作成し、管轄国際調査機関に対して調査手数料が支払われて

いる場合は、遅くとも国際事務局に記録原本を送付する日と同じ日に国際調査機関に送付

し、調査手数料が支払われていない場合は、調査手数料が支払われた後に速やかに送付し
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ます。                                               （規２１.１(a)、規２３.１(a)） 

    ⑤ 国際出願の翻訳文が提出された場合には、翻訳文の写し及び願書の写しを調査手数料が

支払われた後に速やかに管轄国際調査機関に送付します。             （規２３.１(b)） 

    ⑥ コンピュータによる読み取りが可能な配列リストは、受理官庁が国際調査機関に送付し

ます。                                                           （規２３.１(c)） 

 

（２）記録原本が未到達の場合 

  ①  国際事務局は、規則２０.２(C) の通知の写しを受理しているにもかかわらず、優先日か

ら１４月以内に記録原本を受け取っていない場合には、その旨を出願人及び受理官庁に通

知します。                                                       （規２２.１(c)） 

  ②  前記①の通知の日から３月以内に記録原本を国際事務局が受理しなかった場合には、国

際出願は取り下げられたものとみなされます。               （条１２(3)、規２２.３） 

③  出願人は、優先日から１４月を経過した後に受理官庁に対し国際出願の写しを提出して

同一性の認証を請求し、その謄本を国際事務局に送付することができます。国際事務局が

記録原本を受理するまでの間は、その謄本が記録原本とみなされます。（規２２.１(d)(f)） 

 

７．国際調査 

 

（１）国際調査機関 

  ①  国際調査機関は、総会が選定します。国内官庁及び政府間機関は、人員及び資料等の一

定の要件を満たしている場合に国際調査機関となることができます。 

（条１６(3)(a)(c)、規３６） 

    国際調査機関は、オーストリア、オーストラリア、カナダ、中国、ヨーロッパ特許庁、

スペイン、フィンランド、日本、韓国、ロシア、スウェーデン、米国、北欧特許庁、ブラ

ジルの１４機関です。 

  ②  受理官庁は、国際調査を管轄することになる１又は２以上の国際調査機関を特定します。 

                                                                          （条１６(2)） 

  ③  日本国特許庁が受理した国際出願の管轄国際調査機関は、日本語出願については日本国

特許庁、英語出願については日本国特許庁又はヨーロッパ特許庁のいずれかを選択するこ

とができます。 

 

（２）国際調査報告 

  ①  国際出願は国際調査の対象とされ、関連のある先行技術を発見することを目的とし、明

細書及び図面に妥当な考慮を払った上で、請求の範囲に基づいて行われます。 

                             （条１５(1)(2)(3)、規３３.３） 

  ②  国際調査は、国際調査機関によって行われます。                       （条１６(1)） 

     国際調査報告は、調査用写しの受領から３月又は優先日から９月の期間のうちいずれか

遅く満了する期間内に作成され、出願人及び国際事務局に送付されます。 

                      （条１８(1)、(2)、規４２.１）【様式編３－２・ＩＳＡ／２１０】 

 

（３）国際調査報告の不作成 

    国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言し、

国際調査報告を作成しない旨を出願人及び国際事務局に通知します。 

                                                            （条１７(2)(a)、規３９.１） 
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  ①  国際調査を要しないものであると認め、かつ、調査を行わないと決定した場合。 

（条１７(2)(a)(i)） 

  ②  明細書等が調査を行うことができる程度に所定の要件を満たしていないと認めた場合。 

（条１７(2)(a)(ii)） 

 

なお、一部の請求の範囲について上記①②の事由があるときは、当該請求の範囲について

国際調査報告にその旨を記載し、他の請求の範囲について国際調査報告を作成します。 

                                                                 （条１７(2)(b)） 

    国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合、国際調査機関は出願人に対し追加

手数料の支払いを求め、国際調査報告は、請求の範囲に最初に記載されている発明に係る部

分及び追加手数料が支払われているときは、その発明の部分について作成します。追加手数

料が支払われていないときは、その発明の部分については国際調査を行わなかった旨が国際

調査報告に表示されます。                                 （条１７(3)(a)、規４３.７） 

 

（４）発明の名称及び要約の決定 

    発明の名称及び要約の記載がない場合で、受理官庁が出願人に対して補充をすることを求

めた旨の通知を国際調査機関が受領していないとき、又は規則に従って作成されていないと

国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関が作成します。    （規３７.２、規３８.２） 

    出願人は、国際調査報告の発送の日から１月以内に国際調査機関に対して、提案された要

約の修正又は国際調査機関が要約を作成した場合には、提案された要約の修正若しくは意見、

又は両方を述べることができます。                                       （規３８.３） 

 

（５）2004年1月1日以降の国際出願日を有する国際出願については、肯定的・否定的のいずれに

かかわらず国際調査報告と同時に国際調査見解書が作成されます。この見解書は、国際予備

審査請求があった場合には国際予備審査機関による見解書とみなされます。また、国際予備

審査請求がされない場合には、国際事務局は見解書と同一内容の「特許性に関する国際予備

報告（特許協力条約第一章）」を発行し、優先日から３０月を経過した後に送達要求のあっ

た各指定官庁に送達されます。             【様式編３－３・ＩＳＡ／２３７】 

                             

 

８．請求の範囲の補正（条約第１９条の規定に基づく補正） 

 

出願人は、国際調査報告の送付の日から２月又は優先日から１６月のいずれか遅く満了する期

間内に、国際事務局に補正書を提出することにより、請求の範囲について１回に限り補正をする

ことができます。                  （条１９、規４６）【様式編５－１】 

 

９．国際公開 

 

（１）国際公開の時期 

国際出願の国際公開は、優先日から１８月が経過した後速やかに国際事務局が行います。 

（条２１(1)、条２１(2)(a)） 

 

（２）早期の国際公開 

    出願人は、前記の期間が満了する前に、国際事務局に対して、国際公開を行うよう請求す

ることができます。                                   （条２１(2)(b)）【様式編５－２】 
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（３）国際公開の形式、入手方法、及び内容 

    2006年4月1日以降の国際公開の形式は、電子形式です。 

国際公開の公開日以降に、ＷＩＰＯホームページの国際出願検索(PATENTSCOPE®
: 

Search International Patent Applications - http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp )の機能

を使うことで入手できます。 

国際公開には、国際出願の内容とともに国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨の

宣言、明白な誤記の訂正請求、理由及び意見(ただし、国際公開の準備が完了する前に国際事

務局が受理した場合)、優先権に関する情報、寄託した微生物材料に関する表示、規則４.１

７に規定する申立の表示、国際調査報告書の送付後に条約１９条に基づく請求の範囲を補正

したときは、その補正後の請求の範囲・補正の説明書が掲載されます。 

               （条２１(3)(4)､ 規４８.１､ 規４８.２(a),(f)） 

 

（４）国際公開の言語 

    ①  公開言語 

     国際出願が国際公開の言語(アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、

韓国語、ポルトガル語、ロシア語又はスペイン語)でされた場合には、国際公開は、国際出

願がされた言語で行われます。                                    （規４８.３(a)）             

  ②  公開言語以外による国際出願の公開の言語 

        国際公開の言語以外でされた国際出願は、国際公開の言語による翻訳文が提出された場

合には、当該翻訳文の言語で国際公開が行われます。              （規４８.３(b)） 

    ③  英語以外の言語による国際出願 

  国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告、国際調査報

告を作成しない旨の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言については

当該国際出願の言語及び英語の翻訳文(規則１２.３に基づき出願人が翻訳文を提出しな

い場合は、国際事務局の責任で作成した英語の翻訳文)の双方で国際公開が行われます。 

(規４８．３(c)） 

 

（５）国際公開の効果 

    国際公開の指定国における効果は、原則として審査を経ていない国内出願の強制的な国内

公開について、その指定国の国内法令が定める効果と同一です。 

                                                          （条２９(1)、特１８４の１０） 

 

１０．指定官庁への送達 

 

 2004年1月1日以降の国際出願日を有する国際出願では、条約第２０条に規定する指定官庁への

送達は、指定官庁の請求により国際事務局が行います。 

 国際事務局は、優先日から２８月の経過後ただちに出願人に対し、条約第２０条に規定する送

達が行われた指定官庁及びその送達の日又は条約第２０条の送達を請求しなかった指定官庁につ

いて通知を送付します。                                （条２０(1)(2)、規則４７.１） 

 

１１．国際予備審査 

 

（１）目  的 

    国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能
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性について、予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とします。     （条３３(1)） 

 

（２）国際予備審査の請求 

    国際出願は、出願人の国際予備審査の請求により、国際予備審査の対象となります。 

                                                                          （条３１(1)） 

国際予備審査の請求は、出願人の任意による手続であり、国際出願とは別個に行います。 

（条３１(3))【様式編７－１・ＩＰＥＡ／４０１】 

 

（３）国際予備審査の請求をする資格を有する出願人 

  出願人又は複数の出願人がある場合には、そのうちの少なくとも一人の出願人が第２章の

規定に拘束される締約国の居住者又は国民であり、かつ、第２章の規定に拘束される締約国

の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願をした場合は、出願人は国

際予備審査機関に対して国際予備審査の請求をすることができます。 

                                                      （条３１(2)(a)、規５４.２） 

 

（４）国際予備審査の請求のできる期間 

    2004年1月1日以降の国際出願日を有する国際出願については、国際予備審査の請求のでき 

  る期間が定められています。 

   すなわち、国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨の宣言及び見解書の送付の日か

ら３月又は優先日から２２月のうちいずれか遅く満了する期間までに国際予備審査の請求を

しなければなりません。                      （規５４の２.１(a)） 

   なお、上記の期間を経過してなされた国際予備審査の請求は、提出されなかったものとみ 

  なされ、国際予備審査機関は、その旨を宣言することになります。  （規則５４の２.１(b)） 

 

（５）条約第３４条補正 

  国際予備審査の請求をした出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査

報告が作成されるまでの間に、請求の範囲・明細書・図面について補正することができます。 

                         （条３４(2)(b)、規６６.１(b)、ただし、規６６.４の２に注意） 

 また、国際予備審査機関は見解書の送付又は出願人の請求により、補正をする機会を与え

ることができます。                                     （規６６.２(c)、規６６.４(b)） 

    補正の効果は、選択国についてのみ及びます。       （参考：条３６(3)(b)、規７４.１） 

 

（６）国際予備審査機関 

    受理官庁は、国際予備審査の請求につき、国際予備審査を管轄することとなる１又は２以

上の国際予備審査機関を特定します。                                     （条３２(2)） 

  受理官庁としての日本国特許庁が受理した国際出願の管轄国際予備審査機関は、日本語出

願については日本国特許庁、英語出願については、日本国特許庁が国際調査を行った場合は

日本国特許庁であり、ヨーロッパ特許庁が国際調査を行った場合はヨーロッパ特許庁が管轄

国際予備審査機関となります。                                      （法施１１条の３） 

 

（７）国の選択 

  国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって特許協力条約第二章（国際予備  

審査）の規定に拘束される全締約国の選択を構成します。         （規５３．７）  
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（８）国際予備審査報告(特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)) 

    ① 国際予備審査は、国際予備審査機関が行い、所定の期間内に国際予備審査報告を作成し、

附属書類(条約第１９条、第３４条による補正書の差し替え用紙及び国際予備審査機関によ

り許可された明らかな誤りの訂正の差し替え用紙)とともに出願人及び国際事務局に送付

されます。 

        (条３２(1)、条３５(1)、条３６(1)、規７０.１６）【様式編６－２・ＩＰＥＡ／４０９】 

 

② 国際予備審査報告は、選択国が要求した場合、国際事務局の責任において英語に翻訳さ

れ、附属書とともに各選択官庁に送達されます。また、出願人に国際予備審査報告の翻訳

文の写しが送付され、出願人はその翻訳文の誤りについて意見書を各関係選択官庁及び国

際事務局に送付することができます。             （条３６(2)、規７２.２、規７２.３） 

 

１２．指定官庁又は選択官庁に対する手続 

 

（１）翻訳文等の提出 

① 国内移行における翻訳文提出期限は、優先日から３０月となりましたが、いくつかの加

盟国については、国内法令が整うまでの間、従来通り翻訳文提出期限は優先日から２０月

(優先日から１９月を経過する前に国際予備審査の請求を行った場合にのみ優先日から３

０月という経過措置のある国がありますので、特に注意が必要です。)を経過する時までに、

各指定(選択)官庁に対し国際出願の写し(条約第２０条の指定官庁への送達が既になされ

ている場合を除いて)及び所定の翻訳文を提出し、該当する場合には国内手数料を支払わな

ければなりません。                   （条２２(1)、条３９(1)(a)） 

② 上記①の手続を期間内にしなかった場合には、国際出願は当該締約国の国内出願の取下

げの効果と同一の効果をもって消滅します。         （条２４(1)、条３９(2)） 

③ 指定(選択)官庁においては、上記①の翻訳文等の提出期間の満了前は国際出願の処理又

は審査は行われません。                   （条２３(1)、条４０(1)） 

④ 上記③に拘らず出願人の明示の請求（出願審査の請求）により、指定（選択）官庁は、

国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができます。     （条２３(2)、条４０(2)） 

 

（２）指定官庁による検査 

    ① 出願人は、国際出願が次の各項によるときは、その通知の日から２月以内に国際事務局

に対して指定官庁に当該出願に関する書類を送付するよう請求し、出願人が特定した各指

定官庁に前記期間と同じ期間内に所定の翻訳文及び必要な手数料の支払を条件として、受

理官庁又は国際事務局の拒否・宣言又は認定が正当であるかどうかの申し立てをすること

ができます。                          （条２５、規５１.１） 

      ａ  受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合              （規２０.４(i)） 

      ｂ 受理官庁が国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又はいずれか 

          の国の指定は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合      （規２９.１(ⅱ)） 

      ｃ  国際事務局が所定の期間内に国際出願の記録原本を受理していないと認定した場合 

                                                                      （規２４．２(c)） 

② 指定官庁がその拒否・宣言又は認定が受理官庁又は国際事務局の過失の結果であると認 

  めた場合には、当該国際出願は、当該指定官庁に関する限りこのような拒否・宣言又は認 

  定がなかったものとして取扱われます。                             （条２５(2)(a)） 
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第２節 国際出願における出願人が提出する書類及び出願人に対する通知書（国際段階） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先日 

【ＲＯ】 【ＩＢ】 【ＩＳＡ】
期間 

国際出願 出願人 受理官庁 国際事務局 国際調査機関
からの の手続き 【ＡＰ】 

０月 優先権主張日 

 国際出願 
   の提出 

 
 

 

優先権関係 
 書類の提出

国際調査 
  の実施 

国際調査報告 

条約第１９条 
  による補正 

１２月
以内

 

１６月
以内

１６月
以内 

 

受理官庁

国際出願（RO101）

補完命令書（RO103）

補正命令書（RO106）

手続補正書 

国際出願番号
国際出願日の通知

（RO105）

優先権書類の 
受理通知（IB304） 

国際調査

要約の変更通知書

国際事務局 国際調査機関

記録原本の受理 
の通知（IB301）

調査用写しの受領
の通知（ISA202）

優先権主張の補充又は追加

優先権証明書

 
 
 
 
 国際調査報告を作成

しない旨の決定書

（ISA203）

国際調査報告書
（ISA210）

国際調査見解書
（ISA237）

申立ての補充又は追加 

手続補完書 

欠落補充に関する

補完命令書（RO107）

優先権主張の欠陥

補充の命令書（RO110）

以内 
１６月 

 優先権書類提出書

 優先権書類 

 優先権書類 
 送付請求書 

 優先権証明願 

要約書が新たに作成された場合
において

、
国際調査報告書

それに対する意見書

条約第１９条による補正
及び説明書

- 10 - 



 国際出願における出願人が提出する書類及び出願人に対する通知書（続） 
 

 優先日   
 

  

 

 
 

 
 

国際出願 出願人 受理官庁 国際事務局
国際予備審査機関 からの

【ＡＰ】 の手続き 【ＲＯ】 【ＩＢ】期間 【ＩＰＥＡ】
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８月 国際公開

２２月

条約第３４条
による補正

条約３４条

  による補正

 ２８月

条約第３４条による補正書

 手続補完書 

手続補正書 

補完命令書
（IPEA404）

補正命令書
（IPEA404）

国際予備審査請求書

の受理通知
（IPEA402）選択官庁に通知した 

IB332）旨の通報（

国際予備

審査

答弁書 

条約第３４条による 
 補正書

見解書（IPEA408）

国際予備審査
報告書・付属書

(IPEA409）

国際予備審査報告書の 
 翻訳に関する意見書

選択官庁
【ＥＯ】

国際予備審査報告書 
 

IB338） 
の英語による翻訳文

の写し（

国際予備審査機関国際事務局

選択官庁

規則47.1  送達の旨 
IB308）の通知（

国際公開

規則47.1  送達の旨 
IB308）

IPEA401）国際予備審査請求書（

の通知（
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 国際出願における出願人が提出する書類及び出願人に対する通知書（続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先日 国際出願 出願人 受理官庁 国際事務局 指定官庁/選択官庁

からの の手続き 【ＡＰ】 【ＲＯ】 【ＩＢ】 【ＤＯ／ＥＯ】
期間

３０月 翻訳文の提出

国内書面の
　　　　提出

指定官庁/選択官庁

国際出願日における翻訳文

特許法第１８４条の５第１項に
規定する書面（国内書面）

国内手数料の納付

補正命令書

特許出願番号
の通知

手続補正書、手数料補正書

条約第１９条に基づく補正書
の写しまたは翻訳文

条約第３４条に基づく補正書
の写しまたは翻訳文
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